
フィールド５ 教育文化 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教教  

育育  

文文  

化化  

５－１． 

学習活動の充

実 

 

５－６． 

芸術文化の振

興 

 

５－３． 

家庭、地域の

教育力の向上 

 

５－４． 

学校教育の充

実 

 

 

５－５． 

特別支援教育

の充実 

 

５－２． 

地域づくりの

推進 

 

施策 基本計画 

１．生涯学習機会の内容充実 

２．生涯学習関連施設・機能の充実 

３．高等教育機関との連携充実 

４．図書館機能の充実 

１．地域課題を解決する住民活動の推進  

２．地域を担う人材の育成 

３．郷土愛を育むための活動の推進 

 

フィールド５：教育文化教育文化教育文化教育文化 

～～市市民民のの力力がが育育ままれれ、、次次世世代代へへ継継承承さされれるる社社会会のの実実現現～～  

１．子育て世代に対する家庭教育の充実 

２．学社融合

※

の推進 

３．青少年健全育成の推進 

 

１．地域に開かれた特色ある学校づくり  

２．社会変化に対応した多様な教育の推進 

３．児童・生徒の健全育成 

４．教育施設・教育環境の整備充実 

５．幼児教育の推進 

１．早期からの教育相談・支援の充実 

２．特別支援教育の充実・体制の整備 

３．地域生活における自立に向けた支援体制の整備 

１．芸術文化活動の推進 

２．芸術文化施設の整備・充実 

３．文化財の保護と活用 

 
５－７． 

スポーツの振

興と競技力の

向上 

１．社会体育の推進 

２．競技スポーツの振興 

３．施設環境の整備 

５－８． 

近代化産業遺

産の保存・活

用の充実 

 

 

１．別子銅山の近代化に携わった人々に学び、伝承・

発信を促進 

２．別子銅山近代化産業遺産のネットワークの促進 

３．別子銅山近代化産業遺産の保存・整備の推進 

４．あかがね基金

※

の育成 

５．多喜浜塩田文化の保存・継承 

 

誰もが学べる環境をつくります 

住民主体の地域づくりを推進します 

社会全体で子どもを育てる体制をつくります 

生きる力を育みます 

個々に適した支援を行います 

芸術文化の香りを未来に伝えます 

いつでもどこでも誰でもスポーツを楽しむことができます 

生きた博物館都市を目指します 

学社融合※・・・・・学校教育と社会教育が各々の役割分担を前提とした上で、そこから一歩進んで、学習
の場や活動など両者の要素を部分的に重ね合わせながら、一体となって子どもたちの教
育に取り組む考え方。 

あかがね基⾦※・・・別子銅山の遺構を守るために平成 20 年度に開設した参加型ファンド。 
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誰もが学べる環境をつくります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公民館・交流センター、生涯学習センター等における学習活動は、社会の変化に伴う住民の価値観、

ライフスタイルの多様化等により、参加者数の伸び悩みがみられることから、常に学習内容を改善

し、時代の必要性や住民ニーズに沿った魅力ある学習内容の提供が必要とされています。 

・公民館、生涯学習センター等の施設及び設備の老朽化が進む中、学習活動に支障をきたさないよう

計画的な維持管理を図る必要があります。 

・新居浜高専等の高等教育機関との連携、共同事業等の促進により、多様で高度な学習活動の充実が

求められています。 

・図書館は、地域の情報拠点・生涯学習施設であり、市民のニーズに応えた的確な蔵書構築、地域文

化を共有していくために地域資料の充実、学校教育との連携の強化、あらゆる年齢層に応じたサー

ビスの提供、施設についても老朽化が進んでいることから、計画的な維持管理を行う必要がありま

す。 

 

 

 

■公民館・交流センター、生涯学

習センター等の開催講座数 

213 講座 

（平成 21 年度） 

332 講座 

（平成 26 年度） 

350 講座 

■公民館・交流センター、生涯学

習センター等の修繕実施件数 

76 件 

（平成 21 年度） 

64 件 

（平成 26 年度） 

100 件 

■高等教育機関との共同事業開催

回数 

11 回 

（平成 21 年度） 

24 回 

（平成 26 年度） 

30 回 

■図書館企画事業開催回数 

68 回 

（平成 21 年度） 

77 回 

（平成 26 年度） 

80 回 

■図書貸出等リクエスト受付件数 

22,038 件 

（平成 21 年度） 

25,918 件 

（平成 26 年度） 

26,000 件 

活動指標 

学習活動の充実 施施策策５５--１１  

【関連施策】 

５－２ 地域づくりの推進 

５－３ 家庭、地域の教育力の向上 

 

①公民館・交流センター、生涯学習センター等の学習プログラムの見直しを図り、地域住

民のニーズ、時代の変化に対応した講座体系を構築し、子どもから高齢者まで、あらゆ

る住民が幅広く学習できる環境づくりを進めます。また、新居浜に対する愛着と誇りの

醸成を図るとともに、まちづくりにつながる人づくりを促進する学習活動を推進しま

す。 

②老朽化が進む公民館、生涯学習センター等の施設及び設備に関し、計画的な修繕計画を

策定し、効果的、効率的な維持管理を実践するとともに、施設の機能を充実させ、施設

のネットワーク化を促進し、住民ニーズに応えることのできる施設を目指します。 

③公民館・交流センター、生涯学習センター等における新居浜高専や県内の大学等の教授

等の講師への招聘や、共同事業の開催等により、社会の変化に対応した新たな学習情報

の提供やより高度な住民ニーズへの対応を可能にします。 

④新鮮な資料・情報の提供、学習機会の提供、子どもたちの読書活動支援、地域資料の充

実、計画的な図書館施設の改善など時代の変化を踏まえた利便性の高い図書館づくりを

推進します。 

現現況況とと課課題題  

活活動動指指標標とと計計画画値値  

後後期期取取組組方方針針  

望望ままししいい姿姿  

計画策定時 現況値（年度） 計画値（平成 32 年度） 



 

 116

フフィィーールルドド５５：：教教育育文文化化  

教

育

文

化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画基本計画基本計画基本計画    取組取組取組取組区分区分区分区分    主主主主なななな取組内容取組内容取組内容取組内容    

５５５５----１１１１----１１１１    生涯学習機会の内容充実生涯学習機会の内容充実生涯学習機会の内容充実生涯学習機会の内容充実 継続 

・公民館・交流センターの学級・講座の開催 

・生涯学習大学

※

講座の開催 

・高齢者生きがい創造学園

※

講座の開催 

５５５５----１１１１----２２２２    生涯学習関連施設・機能の充実生涯学習関連施設・機能の充実生涯学習関連施設・機能の充実生涯学習関連施設・機能の充実 

継続 

重点 

・公民館、生涯学習センター等の環境整備 

・学校運動場照明設備の整備 

５５５５----１１１１----３３３３    高等教育機関との連携充実高等教育機関との連携充実高等教育機関との連携充実高等教育機関との連携充実 継続 

・高等教育機関と連携した事業等の実施 

５５５５----１１１１----４４４４    図書館機能の充実図書館機能の充実図書館機能の充実図書館機能の充実 継続 

・計画的な図書資料の収集と情報の提供 

・企画事業の実施 

・ブックスタート

※

の実施 

・図書館施設の整備 

 

 

 

 

行 政 地域住民、時代のニーズに合った、誰もが学べる環境づくりに努めます。 

市 民 どの年代においても積極的な学習活動に取り組みます。 

事業者 
生涯学習関連施設等の活用も含め、行政や地域との連携を強化し、市民の学習活

動への支援を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

■公民館・交流センター、生涯学習

センター等の事業への参加者数 

903,312 人 

（平成 21 年度） 

906,340 人 

（平成 26 年度） 

1,000,000 人 

■高等教育機関との共同事業参加者数 

1,200 人 

（平成 21 年度） 

1,189 人 

（平成 26 年度） 

1,700 人 

■図書館入館者数 

（別子銅山記念図書館） 

255,427 人 

（平成 21 年度） 

234,800 人 

（平成 26 年度） 

270,000 人 

成果指標 

成成果果指指標標とと目目標標値値  

取取組組方方針針にに基基づづくく後後期期基基本本計計画画・・主主なな取取組組内内容容  

計画策定時 現況値（年度） 目標値（平成 32 年度） 

協協働働ののままちちづづくくりりののたためめのの取取組組  

生涯学習大学※・・・・・・・・・・・・⾼度化、多様化、専門化した市⺠の学習要求に応えるために平成 3 年 4 月に開設された市⺠大学。 
⾼齢者生きがい創造学園※・・・生涯学習を通じて、⾼齢者の社会参加の促進や能⼒の開発及び健康の増進を図ることを目的に平成 5 年 4 月

に設置した学園。 
ブックスタート※・・・・・・・・・・・・・・赤ちゃんと保護者に対しておすすめの絵本や絵本のリストなどをメッセージや説明を添えながらていねいに渡していく

運動。 
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住民主体の地域づくりを推進します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市内の全ての公民館において地域の実状、地域住民のニーズに適合した地域活動を積極的に推進す

る地域主導型公民館への移行が行われました。今後においては、趣味的な講座ばかりではなく、地

域の特色を生かした事業、住民全体の手によって地域課題を検討・解決していく事業を実施し、よ

りよい地域にするための先進地域との交流促進事業等によるまちづくりの推進、人材の育成、新た

な組織づくりを進めていく必要があります。 

・地方分権の推進、市町村合併の進展等により郷土を愛する心を持つことが大切になってきています

が、自分が育った地域への関心が希薄になってきており、郷土を見つめ直し、郷土に愛着を感じる

ような事業の推進を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

■地域課題を解決するための活動事業数 

7 事業 

（平成 21 年度） 

43 事業 

（平成 26 年度） 

50 事業 

■地域の人材育成講座数 － 

16 講座 

（平成 26 年度） 

20 講座 

■郷土愛を育むための活動事業数 

3 事業 

（平成 21 年度） 

21 事業 

（平成 26 年度） 

30 事業 

活動指標 

地域づくりの推進 施施策策５５--２２  

【関連施策】 

４－２ 地域福祉の充実 

５－１ 学習活動の充実 

５－３ 家庭、地域の教育力の向上 

５－６ 芸術文化の振興 

６－６ 地域コミュニティの充実 

６－７ 多様な主体による協働の推進 

 

①地域の実状や地域住民のニーズをふまえた地域主導の公民館・交流センター活動、まち

づくりを推進するため、地域主導型による組織づくりを推進するとともに、まちづくり

に関する情報の提供を積極的に行い、住民による主体的な事業展開を支え、地域力の醸

成に努めます。 

②地域住民による地域づくりの担い手となる人材の育成は必要不可欠であるため、地域住

民を対象とした研修事業により、多くの人材が活躍できる仕組みをつくります。 

③地域において行われている伝統行事の継承、郷土芸能の保存活動への取組、こども夢未

来事業

※

の実施により、伝統や文化を大切にし、次の世代に繋ぐ風土の醸成に取り組みま

す。それらの取組を通じて子どもから大人まですべての世代が郷土に誇りを見い出し、

郷土愛を育む活動を拡充します。 

現現況況とと課課題題  

活活動動指指標標とと計計画画値値  

望望ままししいい姿姿  

計画策定時 現況値（年度） 計画値（平成 32 年度） 

後後期期取取組組方方針針  

こども夢未来事業※・・・子どもたちに⾃然、⽂化、職業など様々な実体験の場を提供し、生きる⼒を育てる⻘少年育成事業。 
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フフィィーールルドド５５：：教教育育文文化化  

教

育

文

化

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画基本計画基本計画基本計画    取組取組取組取組区分区分区分区分    主主主主なななな取組内容取組内容取組内容取組内容    

５５５５----２２２２----１１１１    

地域課題を解決する住民活地域課題を解決する住民活地域課題を解決する住民活地域課題を解決する住民活

動の推進動の推進動の推進動の推進 

継続 

重点 

・地域課題、地域の要請に応じた事業の実施 

５５５５----２２２２----２２２２    地域を担う人材の育成地域を担う人材の育成地域を担う人材の育成地域を担う人材の育成 継続 

・地域におけるリーダー養成のための研修の実施 

５５５５----２２２２----３３３３    

郷土愛を育むための活動の郷土愛を育むための活動の郷土愛を育むための活動の郷土愛を育むための活動の

推進推進推進推進 

継続 

・こども夢未来基金

※

を活用した事業の実施 

・自然体験活動の実施 

・郷土芸能の保存・伝承活動の実施 

 

 

 

 

行 政 住民ニーズに合った、住民主体の地域づくりを推進します。 

市 民 自分たちのまちをよくするための地域づくりに積極的に取り組みます。 

事業者 それぞれの活動分野の特徴をいかし、地域づくりに参画します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域課題を解決するための活動事

業参加者数 

2,943 人 

（平成 21 年度） 

13,720 人 

（平成 26 年度） 

15,000 人 

■地域の人材育成講座参加者数 － 

4,352 人 

（平成 26 年度） 

5,000 人 

■郷土愛を育むための活動事業参加者数 

153 人 

（平成 21 年度） 

9,000 人 

（平成 26 年度） 

10,000 人 

成果指標 

成成果果指指標標とと目目標標値値  

取取組組方方針針にに基基づづくく基基本本計計画画・・主主なな取取組組内内容容  

計画策定時 現況値（年度） 目標値（平成 32 年度） 

協協働働ののままちちづづくくりりののたためめのの取取組組  

こども夢未来基⾦※・・・子どもたち様々な体験の場を提供することを目的に市⺠の寄付によって設置された基⾦。 
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社会全体で子どもを育てる体制をつくります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・時代の変化により、近所や地域の大人が子育てに関わることが少なくなってきています。親は情報

が有り過ぎて正しい情報をつかんでいなかったり、子育てについて相談したくても気軽に相談でき

る人がいない例もあり、子育て世代を中心とした家庭教育の充実を図る必要があります。 

・近年、学校を中心とした地域活動に重点が置かれるようになってきており、より一層の学社融合を

図る必要があります。 

・インターネットを利用したいじめや、有害情報問題等、子どもを取り巻く環境が急激に変化し、社

会全体で、子どもを守っていくという雰囲気を高める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子育て等に関する公民館・交流センター

講座数 

17 講座 

（平成 21 年度） 

34 講座 

（平成 26 年度） 

40 講座 

■学校支援活動実施箇所数 

9 箇所 

（平成 21 年度） 

14 箇所 

（平成 26 年度） 

16 箇所 

■子どもの居場所づくり事業数 

7 教室 

（平成 21 年度） 

10 教室 

（平成 26 年度） 

10 教室 

■子育て等に関する公民館・交流センター

講座参加者数 

3,866 人 

（平成 21 年度） 

8,582 人 

（平成 26 年度） 

10,000 人 

■学校支援ボランティア活動参加者数 

2,132 人 

（平成 21 年度） 

1,108 人 

（平成 26 年度） 

3,000 人 

■子どもの居場所づくり事業参加者数 

6,230 人 

（平成 21 年度） 

6,999 人 

（平成 26 年度） 

8,000 人 

活動指標 

成果指標 

家庭、地域の教育力の向上 施施策策５５--３３  

【関連施策】 

４－３ 児童福祉の充実 

５－１ 学習活動の充実 

５－２ 地域づくりの推進 

５－４ 学校教育の充実 

 

①地域住民のニーズや、急速に変化する社会情勢に対応した家庭教育に関する学習機会の

拡充を図ります。また、子育てに不安を抱える親等の相談、サポート体制の一層の充実

を図ります。 

②三世代交流事業の実施や、児童・生徒に関する情報交換の機会の提供等により、家庭、

学校、地域の連携を促進させ、地域全体で子どもを育てていくよう努めます。 

③昔に比べ子どもが危険にさらされている場面は多くなっており、地域の宝である子ども

を社会全体で守っていく雰囲気の醸成を図り、将来のある子どもたちが伸びやかに成長

できる環境づくり、子どもたちが安心して生活できる居場所づくりを推進します。 

現現況況とと課課題題  

活活動動指指標標とと計計画画値値  

成成果果指指標標とと目目標標値値  

望望ままししいい姿姿  

計画策定時 現況値（年度） 計画値（平成 32 年度） 

計画策定時 現況値（年度） 目標値（平成 32 年度） 

後後期期取取組組方方針針  
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フフィィーールルドド５５：：教教育育文文化化  

教

育

文

化

 

 

 

基本計画基本計画基本計画基本計画    取組取組取組取組区分区分区分区分    主主主主なななな取組内容取組内容取組内容取組内容    

５５５５----３３３３----１１１１    

子育て世代に対する家庭教子育て世代に対する家庭教子育て世代に対する家庭教子育て世代に対する家庭教

育の充実育の充実育の充実育の充実 

継続 

・家庭教育に関する学習機会の拡充 

・子育て相談への対応 

５５５５----３３３３----２２２２    学社融合の推進学社融合の推進学社融合の推進学社融合の推進 継続 

・学校を支援する地域活動の実施 

・子どもの居場所づくり事業への地域住民の参画 

５５５５----３３３３----３３３３    青少年健全育成の推進青少年健全育成の推進青少年健全育成の推進青少年健全育成の推進 継続 

◎子どもの居場所づくり事業の実施 

・少年補導事業等の実施 

 

 

 

 

行 政 子育てに関する事業の開催、情報発信、アドバイス等を積極的に行います。 

市 民 地域の子どもにも関心を持ち、できる範囲で教育力の向上に寄与します。 

事業者 家庭教育に関する情報を提供し、地域の教育力向上への支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取取組組方方針針にに基基づづくく後後期期基基本本計計画画・・主主なな取取組組内内容容  

協協働働ののままちちづづくくりりののたためめのの取取組組  

◎は「新居浜市総合戦略」関連項目 
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生きる力を育みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域全体で子どもたちを育てていく環境の整備や地域に開かれた特色ある学校づくりの推進が求め

られています。 

・子どもたちが、社会変化に対応できるよう、多様な教育の推進が求められています。 

・いじめや不登校など、心に悩みを抱える子どもたちへのカウンセリングや教科指導の充実が望まれ

ています。 

・施設及び設備の老朽化に伴う修繕、パソコンやＩＣＴ機器の整備などが求められています。防災機

能強化として校舎の耐震化工事は完了しましたが、屋内運動場等の非構造部材

※

の耐震化工事が求

められています。小学校給食施設については、学校給食衛生管理基準に適合した施設整備が求めら

れています。また、様々な理由により就学困難な児童・生徒が増えているため、継続的な支援が必

要とされています。 

・子ども・子育て支援新制度の施行により、幼稚園への市民ニーズに沿った利用者支援をおこなう必

要があります。また、新制度に移行しない私立幼稚園には、従来通り就園奨励補助制度による保護

者の負担軽減及び幼稚園教育の充実が求められています。 

 

 

 

■ＥＳＤ推進事業実施校数 

14 校 

（平成 21 年度） 

2９校 

（平成 26 年度） 

29 校 

■ハートなんでも相談員などの配置校数 

15 校 

（平成 21 年度） 

２４校 

（平成 26 年度） 

27 校 

■屋内運動場（非構造部材

※

）の耐震化工

事実施棟数（累計） 

0 棟 

（平成 21 年度） 

０棟 

（平成 26 年度） 

18 棟 

活動指標 

学校教育の充実 施施策策５５--４４  

【関連施策】 

３－３ 農業の振興 

３－５ 水産業の振興 

４－１ 健康づくりと医療体制の充実 

５－３ 家庭、地域の教育力の向上 

５－５ 特別支援教育の充実 

６－５ 人権の尊重 

 

①学校において、地域及び家庭との連携を図るとともにＥＳＤ

※

支援事業の拡充を図り、地域

に開かれた特色ある学校づくりを推進します。また、本市の目指す学校づくりを推進するた

め、教職員の質の向上にも努めます。 

②国際感覚を磨くための海外派遣事業の実施、ＡＬＴ

※

や英語指導員

※

による生きた英語教育、

環境教育、防災教育の推進など社会変化に対応した多様な教育活動に取り組むとともに、各

種課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力を伸ばしながら主体的に学習に取り

組む態度を育成し、確かな学力の向上を目指します。また、市内の高等学校への専門コース

の設置を強く働きかけ、優秀な人材の市外への流出を防ぐとともに、生徒の多様な学習ニー

ズへの対応と進路選択の実現を目指します。 

③スクールソーシャルワーカー

※

、ハートなんでも相談員

※

、スクールカウンセラー

※

等の増員

や活動時間を拡充することにより、個に応じた細やかな相談、適応指導などを行います。ま

た、学習習慣の定着と学力向上を目指し、子どもが自主的に行う学習をサポートする、放課

後まなび塾

※

を推進します。 

④施設及び設備（ＩＣＴ機器等）の整備や維持管理については、効率的、計画的に実施すると

ともに、学校の適正規模の検討も含めて、長期的な計画の策定を行います。また、様々な理

由により就学困難な児童・生徒については、義務教育の円滑な実施を図るため、継続して援

助を行います。また、学校給食衛生管理基準に適合した給食施設の整備計画を策定し、建設

着手に努めるとともに、安全・安心な給食や食育の推進のため、地元農産物の使用率を高め

ていきます。 

⑤幼児教育の充実を図るために、多子世帯や低所得世帯への保育料の軽減措置を図ります。就

園奨励費補助制度についても、多子世帯や低所得世帯への増額を図り、利用者負担の軽減を

図ります。また、少子化が進展しており、本市の幼稚園教育サービスの質や量を勘案する中

で公立幼稚園の今後のあり方を検討していきます。 

現現況況とと課課題題  

活活動動指指標標とと計計画画値値  

望望ままししいい姿姿  

計画策定時 現況値（年度） 計画値（平成 32 年度） 

後後期期取取組組方方針針  
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フフィィーールルドド５５：：教教育育文文化化  

教

育

文

化

 

 

 

 

 

 

 

基本計画基本計画基本計画基本計画    取組取組取組取組区分区分区分区分    主主主主なななな取組内容取組内容取組内容取組内容    

５５５５----４４４４----１１１１    地域に開かれた特色ある学校づくり地域に開かれた特色ある学校づくり地域に開かれた特色ある学校づくり地域に開かれた特色ある学校づくり 継続 

・持続可能な開発のための教育推進 

・学校へ行こうデイの実施 

５５５５----４４４４----２２２２    

社会変化に対応した多様な教育の社会変化に対応した多様な教育の社会変化に対応した多様な教育の社会変化に対応した多様な教育の

推進推進推進推進 

継続 

・中学生海外派遣事業の実施 

・生きた英語教育の推進 

◎学力向上事業の推進 

５５５５----４４４４----３３３３    児童・生徒の健全育成児童・生徒の健全育成児童・生徒の健全育成児童・生徒の健全育成 

継続 

重点 

・小・中学校における相談活動の充実 

・適応指導教室における教育の充実 

◎放課後まなび塾の拡充 

５５５５----４４４４----４４４４    教育施設・教育環境の整備充実教育施設・教育環境の整備充実教育施設・教育環境の整備充実教育施設・教育環境の整備充実 

継続 

重点 

・小・中学校、幼稚園施設の整備と教育

環境の充実 

◎学校の適正規模の検討 

・給食施設の整備の検討 

・学校図書館の充実 

５５５５----４４４４----５５５５    幼児教育の推進幼児教育の推進幼児教育の推進幼児教育の推進 継続 

・私立幼稚園児就園奨励の推進 

 

 

 

 

行 政 地域及び家庭との連携を図り、開かれた学校づくりを進めていきます。 

市 民 地域の学校であることを認識し、地域と連動した行事を積極的に支援していきます。 

事業者 教育環境に配慮した取組に努めます。 

 

 

 

 

 

■学校へ行こうデイ

※

参加者数 

2,852 人 

（平成 21 年度） 

58,592 人 

（平成 26 年度） 

 60,000 人 

■適応指導教室

※

（あすなろ教室）通級 

児童生徒数 

23 人 

（平成 21 年度） 

22 人 

（平成 26 年度） 

10 人 

■屋内運動場（非構造部材）の耐震化率 

０% 

（平成 21 年度） 

０% 

（平成 2６年度） 

100% 

成果指標 

成成果果指指標標とと目目標標値値  

取取組組方方針針にに基基づづくく後後期期基基本本計計画画・・主主なな取取組組内内容容  

計画策定時 現況値（年度） 目標値（平成 32 年度） 

協協働働ののままちちづづくくりりののたためめのの取取組組  

◎は「新居浜市総合戦略」関連項目 

ESD※・・・・・・・・Education for Sustainable Development の略で「持続可能な開発のための教育」と訳される。環境、貧困、人権、平和、開発といった
現代社会の様々な課題を⾃らの問題として捉え、⾝近なところから取り組むことにより、それらの課題の解決につながる新たな価値観や⾏動を
生み出すことにより持続可能な社会を創造していくことを目指す学習。 

ALT※・・・・・・・・・Assistant Language Teacher の略で、外国語を⺟国語とする外国語指導助⼿をいい、外国語担当教師の⾏う授業を補助する者。 
英語指導員※・・・主に⼩学校において学級担任の教師が⾏う英語の授業を補助する⽇本人の指導員。 
スクールソーシャルワーカー※・・・学校等において社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて児童生徒や保護者等の相談に応じたり、関係福祉機関等との

連携を図り、いじめ、不登校などの問題を抱える児童生徒に⽀援を⾏う者。 
ハートなんでも相談員※・・・児童生徒、保護者、教師等が気軽に相談し、児童生徒の不登校、問題⾏動等の未然防⽌、早期発⾒及び解決を図るための相

談活動を⾏う者（愛媛県における独⾃の呼称） 
スクールカウンセラー※・・・児童生徒の臨床⼼理に関して⾼度に専門的な知識及び経験を有する者で、児童生徒へのカウンセリング、教師や保護者に対する助

⾔・援助等を⾏う者。 
放課後まなび塾※・・・⼩学４年生から６年生を対象に、放課後に教員 OB 等がサポートを⾏い、宿題や予習等の⾃主的な学習環境を提供する事業のこと。 
非構造部材※・・・建築物の骨格となる躯体の構造材料以外の材料（天井材、照明器具、窓ガラス、窓枠、外壁仕上げ材等） 
学校へ⾏こうデイ※・・・「開かれた学校づくり」を目指し、公開授業等の⽇を設け、地域の方や保護者の方にありのままの学校の姿を知ってもらい、地域全体で

教育を考えていただくための取組。 
適応指導教室※・・・不登校児童生徒に対する指導を⾏うために教育委員会が、学校以外の場所等において、学校生活への復帰を⽀援するため、児童生徒

の在籍校と連携を取りつつ、個別カウンセリング、集団での指導、教科指導等を組織的・計画的に⾏う組織として設置した教室（新居浜市
においては「あすなろ教室」として開設している。）。 
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個々に適した支援を行います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・障がいのある子どもの早期発見と早期支援が望まれています。市内には療育機関が少なく早期から

の支援が望まれています。また、障がいや発達の課題について、安心して相談できる場所の確保と

支援を行う関係機関の連携により、一貫した支援が必要となっています。 

・地域の学校等に通学し、地域で育てたいという保護者の願いが高まっております。幼稚園や小・中

学校生活における安全の確保を図るとともに、全教職員が個々の特性を理解し対応していくことが

必要です。 

・保護者は、子どもが地域の中で自立ができるよう願っており、将来を見据えた支援が望まれていま

す。特別支援学校の専門的な知識や機能を生かし、地域における特別支援教育のセンターとしての

役割・充実が求められています。また、子どもの居場所づくり、保護者への支援が必要です。 

 

 

 

 

 

■巡回相談実施箇所数 

40 箇所 

（平成 21 年度） 

51 箇所 

（平成 26 年度） 

73 箇所 

■個別の支援計画の作成件数 

100 件 

（平成 21 年度） 

122 件 

（平成 26 年度） 

150 件 

■特別支援教育支援員数 

49 人 

（平成 21 年度） 

108 人 

（平成 26 年度） 

110 人 

■早期相談・指導施設数 

3 箇所 

（平成 21 年度） 

5 箇所 

（平成 26 年度） 

6 箇所 

活動指標 

特別支援教育の充実 施施策策５５--５５  

【関連施策】 

４－１ 健康づくりと医療体制の充実 

４－３ 児童福祉の充実 

４－４ 障がい者福祉の充実 

５－４ 学校教育の充実 

 

①１歳６カ月健診等において早期発見を行い、個々の状況に応じた支援のあり方を検討し､

「育ちの教室」､｢ことばの教室」の早期相談や、保育園等での巡回相談において継続的

に支援を行うとともに、身近な場所で安心して相談できる相談支援体制の整備を行いま

す。また、子どものライフステージに対応する保健、医療、福祉、教育、就労等の関係

機関の連携強化に努め、一貫した支援を図ります。 

②幼稚園、小・中学校における子どもへの支援のため、特別支援教育支援員

※

の配置等を

継続するとともに、私立幼稚園での障がい児の教育の充実のため支援を行います。全教

職員が、校内研修、講演会を通じて障がいや発達課題のある子どもに対する理解を深め

るとともに、特別支援学校のセンター的機能を活用します。 

③障がいや発達課題のある子どもが将来を見据え、自立するうえでの適切な就学等を支援

します。複数の障がいのある子どもの受け入れ体制整備等、県立特別支援学校の機能充

実を要望します。障がいや発達課題のある子どもの状況を把握し、放課後・長期休暇中

において、身近な場所での居場所づくりの確保と、保護者の負担の軽減に向け支援しま

す。 

現現況況とと課課題題  

活活動動指指標標とと計計画画値値  

望望ままししいい姿姿  

計画策定時 現況値（年度） 計画値（平成 32 年度） 

後後期期取取組組方方針針  

特別⽀援教育⽀援員※・・・⼩・中学校において障がいのある児童生徒に対し、衣服の着脱、排泄、教室の移動補助等学校生活の介助や、発
達障がいの児童生徒に対し学習活動上のサポートを⾏う者。 
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フフィィーールルドド５５：：教教育育文文化化  

教

育

文

化

 

 

 

 

 

 

 

基本計画基本計画基本計画基本計画    取組取組取組取組区分区分区分区分    主主主主なななな取組内容取組内容取組内容取組内容    

５５５５----５５５５----１１１１    早期からの教育相談・支援の充実早期からの教育相談・支援の充実早期からの教育相談・支援の充実早期からの教育相談・支援の充実 継続 

・各種相談活動の実施 

・地域発達支援協議会

※

等における連携強化 

・個別の支援計画の作成・活用 

５５５５----５５５５----２２２２    特別支援教育の充実・体制の整備特別支援教育の充実・体制の整備特別支援教育の充実・体制の整備特別支援教育の充実・体制の整備 

継続 

重点 

・幼稚園、小・中学校特別支援教育支援員

の配置 

・各種研修会及び講演会の実施 

５５５５----５５５５----３３３３    

地域生活における自立に向けた支地域生活における自立に向けた支地域生活における自立に向けた支地域生活における自立に向けた支

援体制の整備援体制の整備援体制の整備援体制の整備 

継続 

・県立特別支援学校の機能充実と体制整備

の要望 

・自立に向けた進路指導の実施 

・障がい児の居場所づくりの推進 

 

 

 

 

行 政 障がいや発達課題のある子どもへの生涯にわたる一貫した支援を推進します。 

市 民 
障がいや発達課題のある子どもについて理解を深め、地域社会全体で支援をし

ます。 

事業者 
障がいや発達課題のある子どもについて各関係機関と連携をし、支援を継続し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■巡回相談対象者数 

166 人 

（平成 21 年度） 

554 人 

（平成 26 年度） 

600 人 

■個別の支援計画の引継ぎ件数 

40 件 

（平成 21 年度） 

108 件 

（平成 26 年度） 

110 件 

■相談延べ件数（個人） 

815 件 

（平成 21 年度） 

1,212 件 

（平成 26 年度） 
1,400 件 

■早期相談・指導施設利用者数 

60 人 

（平成 21 年度） 

185 人 

（平成 26 年度） 

190 人 

成果指標 

成成果果指指標標とと目目標標値値  

取取組組方方針針にに基基づづくく基基本本計計画画・・主主なな取取組組内内容容  

個個別別計計画画  

・新居浜市第２期障がい者計画 ........................................................ 平成２６年度策定 

・新居浜市第４期障がい福祉計画 ................................................... 平成２６年度策定 

計画策定時 現況値（年度） 目標値（平成 32 年度） 

協協働働ののままちちづづくくりりののたためめのの取取組組  

地域発達⽀援協議会※・・・障がいや発達課題により特別な教育的⽀援を要する幼児、児童及び生徒に対し、発達⽀援が適正に⾏えるよう、
関係機関との連携及び生涯にわたる一貫した⽀援のあり方を検討する協議会。 
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         芸術文化の香りを未来に伝えます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・芸術文化は、人が文化的な生活をするうえで、欠くことのできないものであり、人々の生活に潤い

と安らぎを与えてくれるため、優れた芸術文化や伝統文化に触れる機会を拡充する必要があります。

また、豊かな人間性を育むものであることから、次代を担う子どもたちの教育に体験学習等を取り

入れ芸術文化を愛する心を育てるとともに、伝統芸能や地域文化の保存と活用、また担い手の育成

を図る必要があります。 

・総合文化施設及び美術館（あかがねミュージアム）が平成 27 年 7 月に開館しました。あかがねミ

ュージアムにおいては「創る・学ぶ・育む」をコンセプトに魅力ある運営を図る必要があります。 

・郷土美術館は、あかがねミュージアムの開館、防災拠点施設の建設に伴い、平成 27 年度末に閉館

予定ですが、郷土美術館で保存している民俗資料、考古資料などを保存活用する必要があります。

また、市民文化センター等の他の文化施設につきましても、建設から長い年月が経過していること

から、建て替えも視野に入れた計画的な改修が必要です。 

・指定文化財の保存に対する助成や正光寺山古墳の発掘を行い文化財の保護に努めていますが、後世

に残すために保存体制を確立するとともに、保護意識を醸成し文化財を活用し広く周知する必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■企画事業開催回数 

14 回 

（平成 21 年度） 

1８回 

（平成 26 年度） 

20 回 

■学校公演回数 

5 回 

（平成 21 年度） 

７回 

（平成 26 年度） 

7 回 

■文化財調査箇所数（累計） 

6 箇所 

（平成 21 年度） 

１８箇所 

（平成 26 年度） 

26 箇所 

活動指標 

芸術文化の振興 施施策策５５--６６  

【関連施策】 

１－３ ＪＲ新居浜駅周辺の整備 

３－６ 観光・物産の振興 

５－２ 地域づくりの推進 

５－８ 近代化産業遺産の保存・活用の充実 

 

①魅力的な企画展などの優れた芸術文化に触れる機会を提供するとともに、市民の創作活

動や自主的な芸術文化活動を支援し、芸術文化の担い手を育成します。 

②平成27年 7月に開館した総合文化施設及び美術館は多くの市民に利用してもらえるよ

う、適切な施設管理を行います。市民文化センターについては、建物の建築から５０年

を超え、耐用年数が近づいていることから建て替えに向け、財源の確保を含めた実現化

方策等を具体的に検討します。 

③文化財所有者のみならず地域での保存活動を推進し、広く一般に文化財を周知し保存意

識の高揚を図るとともに、文化財を活用したまちづくりを進めます。 

現現況況とと課課題題  

活活動動指指標標とと計計画画値値  

望望ままししいい姿姿  

計画策定時 現況値（年度） 計画値（平成 32 年度） 

後後期期取取組組方方針針  
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フフィィーールルドド５５：：教教育育文文化化  

教

育

文

化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画基本計画基本計画基本計画    取組取組取組取組区分区分区分区分    主主主主なななな取組内容取組内容取組内容取組内容    

５５５５----６６６６----１１１１    芸術文化活動の推進芸術文化活動の推進芸術文化活動の推進芸術文化活動の推進 継続 

◎芸術文化鑑賞機会の提供 

５５５５----６６６６----２２２２    芸術文化施設の整備・充実芸術文化施設の整備・充実芸術文化施設の整備・充実芸術文化施設の整備・充実 

継続 

重点 

◎総合文化施設（あかがねミュージアム）の

運営整備 

・市民文化センター大ホール等の改修と改築

実現化方策の検討 

５５５５----６６６６----３３３３    文化財の保護と活用文化財の保護と活用文化財の保護と活用文化財の保護と活用 継続 

・文化財保存活動の実施 

・文化財の活用 

 

 

 

 

行 政 市民の自主的な芸術文化活動を尊重し、環境の整備、充実に努めます。 

市 民 芸術文化活動に積極的に参加します。 

事業者 芸術文化活動に理解を示し、様々な活動を支援します。 

 

 

 

 

 

■企画事業入場者数 

8,970 人 

（平成 21 年度） 

13,327 人 

（平成 26 年度） 

19,000 人 

■芸術文化施設利用者数 

160,000 人 

（平成 21 年度） 

133,653 人 

（平成 26 年度） 

300,000 人 

■文化財指定登録件数（累計） 

99 件 

（平成 21 年度） 

101 件 

（平成 26 年度） 

110 件 

成果指標 

成成果果指指標標とと目目標標値値  

取取組組方方針針にに基基づづくく後後期期基基本本計計画画・・主主なな取取組組内内容容  

個個別別計計画画  

・新居浜駅周辺地区整備計画 ............................................................ 平成 19 年度策定 

計画策定時 現況値（年度） 目標値（平成 32 年度） 

協協働働ののままちちづづくくりりののたためめのの取取組組  

◎は「新居浜市総合戦略」関連項目 
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いつでもどこでも誰でもスポーツを楽しむことができます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・個々を取り巻く社会環境が多様化する中で、直接的なコミュニケーションの不足や普段体を動かし

たり、スポーツに親しむことが少なくなっており、子どもの体力低下や、生活習慣病予備群が社会

問題化しています。また、高齢者向けのスポーツや体操を行う機会が限られているため、気軽に誰

でも参加、実践できる軽スポーツや体を動かすことの推進が必要です。そのために、スポーツ推進

計画に基づいた施策の実施が必要とされています。 

・競技スポーツにおいては、近年、全国規模の大会に出場する選手等が増加しています。平成２９年

に愛媛県で国民体育大会・全国障害者スポーツ大会が開催されることもあり、より一層競技力の向

上を図るとともに、指導者の育成をはじめ、選手等への支援を行うことで競技意欲を高め、活躍で

きる選手を養成することが必要です。 

・体育施設の老朽化が進んでおり、市民が安心して安全に利用できるよう、計画的な改修等を行う必

要があります。また、現在の施設機能は、全国規模の大会やプロスポーツの開催など、レベルの高

いプレーを観戦する機会の提供において、不十分な面があることから総合運動公園の建設も含めた

施設整備の検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

■各校区のスポーツ教室等開催回数 

38 回 

（平成 21 年度） 

148 回 

（平成 26 年度） 

180 回 

■全国大会出場者への奨励件数 

355 件 

（平成 21 年度） 

398 件 

（平成 26 年度） 

430 件 

■全国規模の大会やプロスポーツの開催

回数 

2 回 

（平成 21 年度） 

3 回 

（平成 26 年度） 

５回 

■各校区のスポーツ教室等参加者数 

1,195 人 

（平成 21 年度） 

7,474 人 

（平成 26 年度） 

9,000 人 

■全国大会出場件数 

41 件 

（平成 21 年度） 

58 件 

（平成 26 年度） 

60 件 

■全国規模の大会やプロスポーツの

観客数 

２,500 人 

（平成 21 年度） 

1,398 人 

（平成 26 年度） 

5,000 人 

活動指標 

成果指標 

スポーツの振興と競技力の向上 施施策策５５--７７  

【関連施策】 

１－５ 公園・緑地の整備 

４－１ 健康づくりと医療体制の充実 

 

 

①各種スポーツ教室や、体を動かす機会、場所等を提供することで、多くの市民が楽しみなが

ら、日常生活の中にスポーツ・運動を取り入れ、健康で充実した生活の実現を図ります。 

②平成２９年に愛媛県で開催される国民体育大会・全国障害者スポーツ大会に向け、競技スポ

ーツにおける指導者等の育成や全国大会へ出場する選手等への支援を継続するとともに、国

体・大会終了後もその機運を継続して市民のスポーツに対する関心を高めます。また、長期

的な視点による選手育成プログラムの作成など、ジュニアスポーツからトップアスリートへ

の一貫した育成に取り組みます。 

③市民が、安心で快適に体を動かしたり、気軽にスポーツに親しめるよう施設の維持管理に努

めるとともに、えひめ国体の開催やプロスポーツ、全国規模の大会が誘致できるような施設

整備に向けて検討を進めます。 

現現況況とと課課題題  

活活動動指指標標とと計計画画値値  

成成果果指指標標とと目目標標値値  

望望ままししいい姿姿  

計画策定時 現況値（年度） 計画値（平成 32 年度） 

計画策定時 現況値（年度） 目標値（平成 32 年度） 

後後期期取取組組方方針針  
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フフィィーールルドド５５：：教教育育文文化化  

教

育

文

化

 

 

 

基本計画基本計画基本計画基本計画    取組取組取組取組区分区分区分区分    主主主主なななな取組内容取組内容取組内容取組内容    

５５５５----７７７７----１１１１    社会体育の推進社会体育の推進社会体育の推進社会体育の推進 継続 

◎年齢や能力に応じたスポーツ・レクリエーショ

ン機会の提供 

５５５５----７７７７----２２２２    競技スポーツの振興競技スポーツの振興競技スポーツの振興競技スポーツの振興 

継続 

重点 

◎各種全国大会出場者への支援 

◎指導者研修の実施 

◎県立高校へのスポーツ特別コースの設置 

５５５５----７７７７----３３３３    施設環境の整備施設環境の整備施設環境の整備施設環境の整備 継続 

・体育施設の整備の検討 

 

 

 

 

行 政 スポーツや運動ができる施設を含めた環境整備に努めます。 

市 民 積極的に体を動かす事に努め、生活の中にスポーツを取り入れるように努めます。 

事業者 
健康づくりのためのスポーツ・レクリエーションに理解を深めるとともに、様々な活

動への支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取取組組方方針針にに基基づづくく後後期期基基本本計計画画・・主主なな取取組組内内容容  

個個別別計計画画  

・新居浜市スポーツ推進計画 ............................................................ 平成２５年度策定 

協協働働ののままちちづづくくりりののたためめのの取取組組  

◎は「新居浜市総合戦略」関連項目 
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生きた博物館都市を目指します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・広瀬歴史記念館の特別企画展や山田社宅での企画展・研修会を通じ、今後も近代化に携わった人たち（先

人）の教え、精神を伝え、発信していく必要があります。 

・「全国近代化遺産活用連絡協議会・新居浜大会」、「金・銀・銅サミットｉｎ新居浜」、「別子銅山展」（大阪・

東京）を実施、今後も「別子銅山展」を周年事業で開催、情報発信するとともに、近代化産業遺産の都市

との情報交換により近代化産業遺産の保存・活用の充実を図る必要があります。 

・広瀬歴史記念館は、開館１５年を越え、展示資料の見直しや解説機器のリニューアルを行う必要がありま

す。また、旧広瀬邸の耐震補強を含む保存修理工事や防災設備の充実を図る必要があります。特に、文化

財として積極的な活用を図るためには、国の名勝指定

※

も視野に入れた旧広瀬邸内庭の創建当時への復元

整備が必要です。 

・産業遺産の保存については、所有企業の理解と協力が必要なことから別子銅山保存活用連絡調整会等を通

じ保存活用を図る必要があります。 

・あかがね基金を設置し近代化産業遺産の調査、保存計画に着手しています。原資の「あかがね基金」をさ

らに育成し、近代化産業遺産を継承するとともに市民の愛着や誇りの醸成を図っていく必要があります。 

・多喜浜校区では塩田文化を継承するためのエコミュージアム活動

※

に取組んでおり、保存活動の拡充が求

められています。 

 

 

 

■所有者との交渉回数 

10 回 

（平成 21 年度） 

16 回 

（平成 26 年度） 

10 回 

■近代化産業遺産の調査件数（累計） 

２件 

（平成 21 年度） 

4 件 

（平成 26 年度） 

６件 

■講演等におけるあかがね基金の周知 

3 回 

（平成 21 年度） 

4 回 

（平成 26 年度） 

10 回 

■塩田に関する学習の開催回数 

26 回 

（平成 21 年度） 

29 回 

（平成 26 年度） 

30 回 

活動指標 

近代化産業遺産の保存・活用の充実 施施策策５５--８８  

【関連施策】 

１－３ ＪＲ新居浜駅周辺の整備 

３－６ 観光・物産の振興 

５－２ 地域づくりの推進 

５－６ 芸術文化の振興 

 

 

①わが国の産業革命の縮図である別子銅山の歴史を正しく認識してもらい、その残された近代

化産業遺産の価値を明らかにすることにより、市民の誇りになるよう意識の醸成を図ります。 

②全国近代化遺産活用連絡協議会

※

での鉱山都市、経済産業省が認定した近代化産業遺産群３３

の一つである「瀬戸内海の近代化産業都市」との交流、連携を通して、広域での近代化産業

遺産の保存活用の充実を図ります。 

③重要文化財旧広瀬邸を含む広瀬歴史記念館の整備、マイントピア本館のモデルとなった旧端

出場水力発電所の保存活用計画の策定と整備、山田社宅等の産業遺産の保存整備を図ります。 

④市民参加型まちづくりファンドとして創設された「あかがね基金」のより一層の周知と基金

育成を図り、別子銅山近代化産業遺産群の保存・活用や情報発信等を行うとともに、世界に

誇れる近代化産業遺産を後世に継承し、市民が郷土に愛着と誇りが持てるまちづくりを推進

します。 

⑤多喜浜塩田文化を保存継承するために、塩づくり講座等の学習機会を拡充します。 

現現況況とと課課題題  

活活動動指指標標とと計計画画値値  

望望ままししいい姿姿  

計画策定時 現況値（年度） 計画値（平成 32 年度） 

後後期期取取組組方方針針  

全国近代化遺産活用連絡協議会※・・・近代化遺産が所在する地方公共団体を中⼼として、近代化遺産の保存・活用とそれらを活かした地域の
活性化に向けて平成 9 年に設⽴された全国ネットワーク組織。 

名勝指定※・・・・・・・・・・・景⾊が良く、芸術上また観賞上価値が⾼い区域を、国（⽂部科学大⾂）が⽂化財保護法に基づいて指定すること。 
エコミュージアム活動※・・・住⺠の参加によって、その地域で受け継がれてきた⾃然や⽂化、生活様式を含めた環境を、持続可能な方法で研究・保

存・展示・活用していく活動。エコミュージアムとは、エコロジー（生態学）とミュージアム（博物館）とをつなぎ合わせた造
語。 
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フフィィーールルドド５５：：教教育育文文化化  

教

育

文

化

 

 

 

 

 

 

 

基本計画基本計画基本計画基本計画    取組取組取組取組区分区分区分区分    主主主主なななな取組内容取組内容取組内容取組内容    

５５５５----８８８８----１１１１    

別子銅山の近代化に携わった別子銅山の近代化に携わった別子銅山の近代化に携わった別子銅山の近代化に携わった

人々に学び、伝承・発信を促進人々に学び、伝承・発信を促進人々に学び、伝承・発信を促進人々に学び、伝承・発信を促進 

継続 

重点 

・別子銅山近代化産業遺産に関する情報の発

信 

・広瀬歴史記念館企画展の開催 

・広瀬歴史記念館の展示内容の充実 

５５５５----８８８８----２２２２    

別子銅山近代化産業遺産のネッ別子銅山近代化産業遺産のネッ別子銅山近代化産業遺産のネッ別子銅山近代化産業遺産のネッ

トワークの促進トワークの促進トワークの促進トワークの促進 

継続 

・鉱山都市、近代化産業遺産都市との交流・

連携 

５５５５----８８８８----３３３３    

別子銅山近代化産業遺産の保別子銅山近代化産業遺産の保別子銅山近代化産業遺産の保別子銅山近代化産業遺産の保

存・整備の推進存・整備の推進存・整備の推進存・整備の推進 

継続 

重点 

・広瀬歴史記念館の整備 

・旧端出場水力発電所の整備 

・山田社宅の保存と活用 

５５５５----８８８８----４４４４    あかがね基金の育成あかがね基金の育成あかがね基金の育成あかがね基金の育成 継続 

・あかがね基金の周知 

５５５５----８８８８----５５５５    多喜浜塩田文化の保存・継承多喜浜塩田文化の保存・継承多喜浜塩田文化の保存・継承多喜浜塩田文化の保存・継承 継続 

・塩づくり講座、まち歩き、シンポジウム 

・塩田関係資料、映像の整理 

 

 

 

行 政 近代化産業遺産の保存・活用に取り組んでいる市民団体や事業者を支援します。 

市 民 先人の業績の伝承、発信を行い、近代化産業遺産の保存・活用に協力します。 

事業者 
近代化産業遺産の保存・活用に考慮、先人の取り組みを伝承し事業のイメージア

ップに繋げます。 

 

 

 

 

 

 

 

■広瀬歴史記念館入館者数 

9,787 人 

（平成 21 年度） 

7,471 人 

（平成 26 年度） 

15,000 人 

■国の文化財登録件数（累計） 

８件 

（平成 21 年度）    

８件 

（平成 26 年度）    

12 件 

■別子銅山近代化産業遺産の整備件数 

１件 

（平成 21 年度） 

１件 

（平成 26 年度） 

3 件 

■あかがね基金への浄財受入額（累計） 

3,713 万円 

（平成 21 年度） 

11,400 万円 

（平成 26 年度） 

13,000 万円 

■塩田に関する学習への参加者数 

553 人 

（平成 21 年度） 

615 人 

（平成 26 年度） 

1,000 人 

成果指標 

成成果果指指標標とと目目標標値値  

取取組組方方針針にに基基づづくく後後期期基基本本計計画画・・主主なな取取組組内内容容  

個個別別計計画画  

・別子銅山が育んだ山田社宅現況調査報告書 .............................................. 平成 21 年度策定 

・別子銅山近代化産業遺産を活かしたまちづくり総合整備計画 ........ 平成 23 年度策定 

・別子銅山の近代化を支えた端出場水力発電所調査報告書 .................. 平成 24 年度策定 

計画策定時 現況値（年度） 目標値（平成 32 年度） 

協協働働ののままちちづづくくりりののたためめのの取取組組  
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